
県 政 協 議 会

令和８年５月２６日 (火 )

午前１０：３０

１．ツキノワグマによる被害防止対策等の状況について

２．男鹿市内における小形風力発電設備の事故について

３．中東情勢による県内経済への影響について

４．秋田県得旅キャンペーンについて

５．秋田県プレミアムチケットについて

６．令和７年度の大雪による農業被害額の確定と復旧状況について

７．その他
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ツキノワグマによる被害防止対策等の状況について 

令和８年５月２６日 

生 活 環 境 部 

１ クマの目撃件数、捕獲頭数及び人身被害の状況（令和8年5月25日現在） 

 

                                                

 

 

 

 

 

     

                                                

 

 

 

 

 

※１ 春季管理捕獲（有害捕獲を除く）の状況（令和8年4月30日現在） 

実  施  済：１８市町村（出動回数２１５回、１２頭捕獲） 

今後実施予定：２市町村 

未    定：３市町村 

※２ クマの捕獲数の公表 

     捕獲情報の見える化を図るため、市町村ごとの捕獲数（速報）の公表を開始した。 

掲載ページＵＲＬ：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96304 

（１）目撃件数 

（２）捕獲頭数 

（単位：件） 

（単位：頭） 

配付資料１
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（３）人身被害の状況 

 

 

 

 

 
 
  ※ 今年度の人身被害の概況 

        令和８年５月５日、由利本荘市において、田んぼの見回りをしていた４０代男性がクマに襲われ負傷 

 

２ 最近の対策の実施状況 

（１）出没抑制に係る取組 

   ○電気柵の導入支援     ：２１市町村が導入支援に係る補助を予定 

                  ※１０市町村で計６０件申請あり（５月２０日現在） 

   ○緩衝帯の整備          ：２０市町村、９０箇所、３９０ｈａ（うち１８箇所、５０ｈａで整備完了） 

                  （令和７年度実績：１５市町村、５１箇所、２１３ｈａで実施） 

   ○河川での藪の刈り払い・伐木：２６河川、約３４３，０００㎡ 

                  （状況に応じて見直しを行いながら実施） 

   ○学校での誘因樹木の伐採  ：県立学校１７校が伐採処分済み、１校が５月末までに完了する見込み 

 

（２）ドローン等を活用したクマ対策実証事業 

クマの出没リスクの早期把握やエリア監視の高度化など、実効性、普及性の高いクマ対策手法の確立を図るため、

ドローン等を活用した新たな技術の実証を行う。 

【実施日程】企画１件当たりの予算上限５００万円、３件程度採択予定 

  ○公募開始       令和８年５月１５日（金） 

  ○企画提案書の提出期限 令和８年６月１日（月） 

  ○契約締結       令和８年６月下旬（予定） 

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

Ｒ８ 1 1

Ｒ７ 1 1 2 4 11 37 10 1 67

Ｒ６ 5 1 2 2 1 11

Ｒ５ 3 2 4 3 16 34 8 70

Ｒ４ 3 3 6

（単位：人） 
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【想定される企画提案のイメージ】企画１件当たりの予算上限５００万円、３件程度採択予定 

＜危険を伴う捕獲作業のサポート＞          ＜管理強化ゾーンでの監視・追い払い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ※画像はGeminiにより作成 

（３）人とクマとの共生を考えるフォーラムの開催 

   期   日：令和８年４月２６日（日） 

   内   容：クマの出没状況等に関する講演やクマとのすみ分けをテーマとしたパネルディスカッション 

   参加者数：６２３人（同時配信の視聴者含む） 

 

（４）秋田県・市町村協働政策会議の開催 

５月１８日に開催した秋田県・市町村協働政策会議において、引き続き県と市町村が連携して総合的な被害防止対

策を推進していくことを合意した。 

【合意事項】 

○管理強化ゾーンにおける管理捕獲の強化  ○ガバメントハンター等の確保・育成 

○農作物等での被害防止体制の整備     ○情報発信の強化と通学時の安全確保の徹底 
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（５）ツキノワグマ被害防止対策本部会議の開催 

最近の目撃件数の増加や人身事故の発生を踏まえ、今後の対策等を協議するため、知事を本部長とする「ツキノワ

グマ被害防止対策本部会議」を開催した。 

期   日：令和８年５月２５日（月） 

内   容：出没傾向の分析と人身事故の概況、各部局の取組状況と今後の対策 

参 加 者：知事、副知事、関係部局長等（総務部、生活環境部、農林水産部、教育庁、警察本部） 

今後の対応：登下校時の安全確保、電気柵の設置や捕獲体制の整備などについて市町村との連携を強化する。 
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男鹿市内における小形風力発電設備の事故について 
令和８年５月２６日 
産 業 労 働 部 

 
１ 事故の概要 

・事故発生日（推定） 令和８年３月７日（土） 
・事故の状況     タワーが倒壊 
・発電事業者     (株)ヤマサ興産（大仙市） 
・発電所所在地    男鹿市野石 
・運転開始年月    平成３１（2019）年１月 
・発電規模      １９．５ｋＷ×１基 
・被害状況      なし 

 
２ 経緯 

３月１６日 発電事業者が現地でタワーの倒壊を確認 
３月１９日 発電事業者が国に事故発生を報告 
４月２７日 住民からの連絡により、男鹿市が当該事故の発生を覚知 
５月 ７日 発電事業者が男鹿市に事故報告書を提出、男鹿市より県に事故の情報提供 
５月１４日 男鹿市より発電事業者に対し適切な保守管理の徹底及び事故等の緊急時の連絡について要請 
５月１９日 県から発電事業者に対し、早期の事故原因の究明と再発防止策を要請 

小形風力発電設備が設置されている市町に対し、発電事業者への安全管理の徹底と事故発生時
の情報共有を依頼 
 

３ 今後の対応 
  男鹿市で発生したブレード折損事故及び今回の事故を踏まえ、経済産業省に対し、事故原因の早期究明や

安全基準等の見直しのほか、重大事故発生時の地元自治体への報告の義務化について、５月２９日に要望活
動を行うこととしている。 

配付資料２
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中東情勢による県内経済への影響について 
令和８年５月２６日 
産 業 労 働 部 

１ 概要 

〇 中東情勢の長期化により、約７５％の企業が燃料・資材の価格高騰や調達難などの影響を受けており、今

後の企業経営の悪化が懸念される。 

〇 県及び商工団体等の相談窓口には、調査結果と同様の相談が寄せられている。（５月２２日現在２１４件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業への影響の有無＞ 

 

＜燃料、原材料等の主な影響内容（複数回答）＞ 

 

 ＜業種ごとの主な影響＞ 
 

製 造 

・プラスチック樹脂の納期遅延により６月以降減産のおそれ 

（プラスチック加工） 

・塗料の調達難による製造遅延、納期の延期（金属加工） 

・接着剤や溶剤、塗料の調達難により１０月以降生産調整の

おそれ（木製品） 

・包装資材の納期遅延により製造停止のおそれ（食品） 

サービス・

小売 

・塗料の納期遅延による車の引渡遅延（自動車整備） 

・電気代の上昇による営業時間短縮（小売） 

運 輸 

・エンジンオイル・尿素水の調達難により運行調整等のおそ

れ（運送） 

・包装資材の不足による配送の遅延（運送） 

建 設 
・接着剤の調達難による工事中断や工期遅延（内装） 

・塩化ビニル製品の調達難による工期遅延（板金） 

 

配付資料３
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２ 今後の対応 

〇 国に対し、供給偏在や目詰まりの解消など、石油由来製品等の安定供給体制の構築や、資金制度の創設を

含めた事業者の経営安定に向けた支援について要望する（５月２９日 経済産業省）。 

〇 県内企業の状況把握と関係団体と連携した相談対応に努め、国の経済対策などの動向を注視しながら、必

要な支援策を講じていく。 

＜資金繰りへの影響＞ 

 

＜今後の業績見通し＞ 

 

・調査期間：５月１２日（火）～１５日（金） 

・回答：３０８社 

（製造１２０、サービス・小売１０４、 

運輸５１、建設２８、その他５） 
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秋田県得旅キャンペーンについて 

令和８年５月２６日 

観光文化スポーツ部 

 
観光閑散期の旅行需要を喚起するとともに、物価高騰等により厳しい経営環境にある県内宿泊事業者を支援するため、今

月７日から、オンライン宿泊予約サイトを活用したクーポンの配布を開始している。 
販売が好調なことから、第１弾のクーポンを追加配布し、更なる県内誘客の促進を図っていく。 

 
○キャンペーンの概要 

第１弾：令和８年５月１５日～７月３１日 

第２弾：令和８年１１月１日～令和９年２月２８日 

宿泊料金 宿泊クーポン アドオン・クーポン 

6,000 円以上 1,000 円割引 3,000 円割引 

10,000 円以上 3,000 円割引 5,000 円割引 

15,000 円以上 5,000 円割引 7,000 円割引 

30,000 円以上 10,000 円割引 12,000 円割引 

※アドオン・クーポン･･･宿泊のほか、体験・食・地酒・お土産がセットになったクーポン 

 

○クーポンの取得状況（５月２５日時点）  

取得率 ８６．６％（クーポンの発行総額に対する取得額の割合） 

 

○メディア等での広報展開 

これまでに日本テレビ（DayDay、ZIP!）やテレビ朝日（グッド！モーニング）、フジテレビ（ノンストップ！）など、主要

テレビ局の番組内で取り上げられている。６月からは、ＪＲ仙台駅での大型広告の掲出や東北４県（青森・岩手・宮城・山

形）のテレビ情報番組を活用した広報などを行っていく。 

得旅キャンペーンメインビジュアル 

配付資料４

-9-



 

秋田県プレミアムチケットについて 
 

令和８年５月２６日 
産  業  労  働  部 

 
 

秋田県プレミアムチケットは、今月１９日までに電子チケット及び紙チケットがともに完売した
ことから、登録店舗の拡大など更なる利便性向上に努め、県民の利用促進を図っていく。 

 
○   概 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○   今後の対応 

商工団体・商店街組合等への働きかけや、事務手続きの簡素化等を通じた登録店舗の拡大によ
り、一層の利便性向上を図ることで、物価高騰下における県民生活の支援と、切れ目のない消費
喚起につなげていく。 

電子チケット 紙チケット

発行数 ７０万セット（４２億円） ３０万セット（１８億円）

販売価格

販売状況 完売（5/19） 完売（4/8）

登録店舗数（5/18時点） ２，８７７店 ３，６７９店

使用期限

使用状況 約70％（5/14時点） 約22％（4/30時点）

①スーパーマーケット等 44.4％ ①スーパーマーケット等 65.8％

②飲食店　15.3％ ②日用品小売店　9.1％

③ドラッグストア等 10.4％ ③ドラッグストア等 6.4％

１セット５，０００円（1,000円×6枚）

１０月３０日まで

配付資料５
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令和７年度の大雪による農業被害額の確定と復旧状況について

令和８年５月26日
農 林 水 産 部

１ 農業被害額（確定）
〇 被害総額：17.7億円（うち生産施設 15.0億円、樹体 2.6億円、その他農作物等 0.1億円）

＜被害の概要＞

２ 雪害対策緊急支援事業（県）の活用状況
〇 ４月末現在の申請件数は49件。今後、春作業が終わり次第、申請が行われる見込み。
〇 円滑に補助金を交付できるよう、月末ごとに順次申請を取りまとめ、事務手続きを進めている。

３ 被災した作目の復旧状況
＜水稲＞

〇 苗については、ＪＡの育苗施設での生産や地域内での融通等により、必要数量が確保されている。
〇 育苗ハウスについては、資材の調達や作業員の確保ができず、今年の春作業までに復旧できなかった農家も

いたことから、翌年度の作付けに間に合うよう、順次復旧作業を進めていく。

水稲育苗用パイプハウスの損壊（北秋田市） 日本なしの果樹棚の損壊（大館市）

被害面積
被災棟数

被害額

0.4 0.1

146.0 2.6

りんご 85.3 1.2

日本なし 27.7 0.7

もも 31.4 0.6

その他 1.6 0.1

－ 15.0

パイプハウス等 657 13.9

果樹棚 27.5 1.1

－ 17.7

  　　　　　　　 （単位：ha、棟数、億円）

区分

農作物等

樹体

生産施設

計

配付資料６
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＜畜産＞
〇 比内地鶏の鶏舎については、素雛導入に間に合うよう、計画的に復旧が進められている。

＜果樹＞
〇 日本なしについては、国から専門家を招へいし、樹体修復等に関する講習会を開催したほか、果樹棚は、仮

支柱による応急復旧を実施しており、収穫後の秋以降に本格的な復旧作業を行う予定。
〇 りんごやももなどについては、「剪定」や「補修」を重点的に実施し、樹体の早期復旧に努めている。
〇 補植が必要な樹園地については、ＪＡが確保した春植え用の苗木を定植している。

４ 今後の対応
＜資材・生産施設＞

〇 中東情勢の影響により、今後の資材の円滑な調達に懸念があることから、その解消に向けて県内の資材メー
カー等に対し働きかけを行うほか、関係機関と連携し、資材や作業員の安定的な確保について支援する。

＜果樹＞
〇 被害程度に応じた着果量の調整や防除の徹底、補植苗へのかん水などについてきめ細かな助言・指導を実施

する。
〇 人気が高く、確保が困難な品種（宮美ふじ・紅虎）の苗木が不足していることから、令和９年の春植えでの

対応に向けて、今夏を目途に需要量を把握し早期発注するほか、代替品種への切替えを生産者に働きかける。
〇 長期的には、耐雪型樹形の普及や省力栽培の実証を通じ、雪害に強く持続可能な産地への転換を図る。

日本なしの果樹棚の応急復旧（大館市）損傷した樹体の修復等講習会（鹿角市）
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